様式第1号（第6条関係）
年　　月　　日
富士川町長

　年度富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金
交付申請書兼実績報告書

このことについて、富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。

認定住宅の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	県産木材使用区分
	　
	□
	下記のいずれにも該当しない

	
	　
	□
	　　５㎥以上、かつ、木材使用量の３０％以上

	
	　
	□
	７．５㎥以上、かつ、木材使用量の４０％以上

	
	　
	□
	　１０㎥以上、かつ、木材使用量の５０％以上



申請者の情報
	住所
	　

	氏名
	　

	生年月日
	　　　　　　年　　　　月　　　　日　

	電話番号
	　

	子育て世帯等の該当
	　
	　
	該当する
	　
	該当しない



代表となる施工者（元請け業者）の情報
	法人・個人名
	　

	建設業許可
	　
	　
	　
	　
	　
	許可
	（
	　
	　
	　
	）
	第
	　
	　
	　
	号

	本店所在地
	　



補助金交付申請額　　　　金　　　　　　　　　円

申請者の振込先口座情報
	金融機関名
	

	本支店名
	

	口座種別・番号
	　
	口座番号
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	口座名義人（カタカナ）
	



＜提出添付書類＞
チェックリスト

□　やまなしKAITEKI住宅認定通知書の写し

□　契約書の写し（次のいずれか）
　　□　工事請負契約書の写し
　　□　不動産売買契約書の写し

□　住民票謄本

□　代表となる施工者（元請け業者）に係る建設業の許可の通知書の写し

□　申請者の振込先金融機関、口座名義（ｶﾅ）及び口座番号のわかる書類
（預金通帳等の写し）

□　申請者の本人確認書類の写し（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等）


＜誓約・承諾＞

□　私は、富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付要綱第４条第2号に規定する暴力団員又は暴力団員等でないことを誓約します。また、私が暴力団関係者でないことについて、町が警察に照会することを承諾します。

□　私は、県及び町による『やまなしKAITEKI住宅』の普及の取り組みに、可能な範囲で協力します。












[bookmark: _GoBack]　
様式2号（第7条関係）
第　　　　　号　
年　　月　　日　
　様


富士川町長　　〇　〇　　〇印

　　年度富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金
交付決定通知書

　　　　年　　月　　日付けで申請のあった富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金については、富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付要綱第7条第1項の規定により、次のとおり交付することに決定したので通知する。


１　補助金の交付決定額は、次のとおりとする。
補助金の交付決定額　　金　　　　　　　　　　　　円

２　補助金の交付の条件等に違反した場合の措置
（１）　次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合がある。
ア　偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき
イ　補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
ウ　認定住宅の認定の取消しがあったとき
エ　認定住宅に係る法令に基づく処分に違反したとき
オ　富士川町暴力団排除条例（平成24年富士川町条例第15号）第２条第2号に規定する暴力団員又は同条第三号に規定する暴力団員等に該当するとき
カ　その他補助金の交付を不適当と認めたとき
（２）　補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。
（３）　交付決定の取り消しに関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付しなければならない。
（４）　補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。


３　建築又は取得した認定住宅に係る認定通知書の通知日から起算して１０年（以下「財産処分制限期間」という。）を経過するまでの間は、富士川町長の承認を受けないで、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。




































様式3号（第11条関係）
年　　月　　日
富士川町長

申請者の住所
申請者の氏名
電話番号

財産処分承認申請書

富士川町やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付要綱第１1条第２項の規定に
基づき、取得した財産を次のとおり処分したいので申請します。


１　処分しようとする財産の明細




２　処分の内容




３　処分しようとする理由




４　添付書類
